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会   議   録 

会議の名称 令和２年度 第２回本庄市空家等対策協議会 

開 催 日 時 令和３年１月１８日（月）～令和３年２月１６日（火） 

開 催 方 法 書面開催 

出 席 者 

（委員）吉田 信解会長、保岡 哲也委員、鈴木 純委員、 
今井 喜彦委員、吹井 豪委員、菅原 浩明委員、 
中島 伸一委員、根岸 延勝委員、柿沼 綾子委員、 
山下部 勝委員、横尾 セツ委員、 

 欠 席 者  

議  題 
（次  第） 

１  開会 
２ 議事   
（審議事項） 第１号 本庄市空家等対策計画の策定について 
       第２号 空き家対策総合支援事業（国庫補助金）の活

用について 
３  報告事項  
（報告事項） 特定空家等に認定すべきものへの対応状況について 

４ 閉会 

配 付 資 料 

・会議スケジュール 
・令和２年度第２回本庄市空家等対策協議会次第 
・議事説明書 
・令和２年度第２回本庄市空家等対策協議会議案書 

資料１：本庄市空家等対策計画（修正案） 
資料２：計画案修正箇所 
資料３：「本庄市空家等対策計画（案）」に対する意見と市の考え方 
資料４：空き家対策総合実施計画とは 
資料５：本庄市空き家対策総合実施計画（案） 
資料６：本庄市空き家除却補助金の概要 
資料７：本庄市空き家利活用補助金（案）の概要 
資料８：特定空家等に認定すべきものへの対応状況 
追加資料：市街地整備ハンドブック抜粋 

・意見書 
・表決書 

その他特記事項 
・議事及び報告事項については、「議事説明書」を用いて説明。 
・各委員からの意見、質問については、「意見書」を事務局に提出し、事
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務局にて取りまとめのうえ、回答を含めて各委員に送付。 

主 管 課 都市整備部 都市計画課 

会 議 の 経 過 

発 言 者 発言内容・決定事項等 
 １  開会 

－  書面開催のため省略。 

 ２ 議事 
 （審議事項） 第１号 本庄市空家等対策計画の策定について 

事務局 
（議事説明書） 

令和２年度第１回空家等対策協議会にてご審議いただいた「本庄市空家等

対策計画（案）」について、令和２年１０月５日～１１月５日にパブリック

コメントを実施し、その結果、５名１６件のご意見が提出されたことを受け、

事務局にて計画の修正案の作成、及び各意見に対する市の考え方をまとめま

した。 
【資料１】における赤字箇所が、パブリックコメント後の修正箇所となり

ます。なお、【資料２】にて、各修正箇所の情報を抜粋しております。 
また、貴重なご意見を頂きましたが、【資料３】における意見番号②、③、

④、⑤、⑥、⑦、⑨、⑩、⑮、⑯については、計画内に取り入れることがで

きなかったご意見となります。 
【資料１】の計画内の修正箇所や、その他計画に関して、委員の皆様にご

意見をお伺いいたします。 
柿沼委員 

（意見書） 
P２１～２２「空家等の実態把握と情報管理」について、情報を収集し、

必要に応じて経過観察をし更新するとあるが、住民相談があれば現地調査を

するのか、日頃からパトロールのような調査をするのか、その頻度、更新の

回数、収集した情報を市民に知らせることやその回数などが明記された方

が、より計画の実行、推進が目に見える形となると思う。 
事務局 

（意見書への回答） 
本市では、空家等の実態を把握するために、平成３０年度及び今年度に市

内全域を対象として実施した空家等実態調査の他に、近隣住民等からの相談

に基づく現地調査や、過去に行政指導等をした空家等については、改善の有

無の確認を随時実施しております。そのため、本市が管理する空家等に関す

るデータベースについては、上記の各調査に基づきリアルタイムで更新して

いるところです。 
 ご意見のとおり、更新の回数や収集した情報を市民に知らせることについ

てメリットがあると考えられます。しかし、「更新の回数」については、リ

アルタイムでの更新であり明確な数値を示すことが困難であるため、当該ペ

ージにおける記載内容とさせていただいております。また、「収集した情報
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の開示」については、各空家等の危険性を踏まえた住民への危機管理意識の

啓発や行政情報の透明性の確保などに繋がる一方で、個人情報の流出や、空

家等であるものを公開することによる空き巣や放火、不特定者の侵入等の犯

罪の起因となるおそれがあることから、防犯上の観点を踏まえて不開示とさ

せていただいております。 
 なお、市内全域を対象とした実態調査については、今後、概ね５年ごとに

行う計画の見直し時期等に併せて再度実施する予定ですが、結果を計画に反

映することで、ご意見のとおり、計画の推進状況を明確にしてまいります。 
横尾委員 

（意見書） 
空き家の一番の問題点は所有者がそれを撤去しないという点ですが、固定

資産税に代わる「空き家及び空き地税」なるものを創設して、空き家を撤去

した人には税率を下げるという固定資産税の仕組みを変える。 
事務局 

（意見書への回答） 
ご意見のとおり、一部の家屋を除いて、空家等の解体により土地の固定資

産税が上昇することが、解体が進まない原因の１つとなっています。本市で

は、空家等の所有者を支援する施策として空き家除却補助金の交付や個別相

談会を実施し、まちの活性化に繋がるように促していますが、不動産所有者

のうち空家等の所有者のみが一律にメリットを受ける施策については、他市

町村の事例等も研究したうえで慎重な検討が必要であると考えております。 
また、放置されている管理不全な空家等に対する固定資産税の住宅用地特

例の解除については、計画内 P２１「固定資産税・都市計画税の住宅用地特

例解除」に記載するとおり、空家等の調査にて得られた居住の用に供する見

込みがない空家等の情報を課税部局に提供し、住宅用地特例の解除を検討し

てまいります。 
横尾委員 

（意見書） 
「ポケットパーク」について、空き地の集中している地域を数件まとめて

面積を広くしてポケットパークにする。この事業によってかかる費用（解体、

造成、ポケットパークへの転換費用等）をすべて市が一旦請け負う事として、

その半額分又は三分の二をローンの様な形にして地権者が住民税等に加え

て月々返済していく。又は土地売却金の中からその費用を市へ支払う。とい

うことは如何なものでしょうか。 
事務局 

（意見書への回答） 
現在、ポケットパーク制度につきましては、今後の制度のあり方を踏まえ

て検討しております。今回のご意見につきましても、不動産の現場に携わる

委員からの貴重なご意見として跡地活用推進の参考にさせていただきます。 
 ２ 議事 

 （審議事項） 第２号 空き家対策総合支援事業（国庫補助金）の活用に

ついて 
事務局 

（議事説明書） 
本議案では、【資料４】【資料５】【資料６】【資料７】【追加資料】の資料

を用いますが、【資料４】【資料６】【資料７】【追加資料】については、それ

ぞれ「空き家対策総合実施計画」や本市の空き家関連の補助制度に関する概

要を記載した参考資料となっております。 
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 本議案の表題となっている「空き家対策総合支援事業」とは、市町村や民

間団体が実施する空家等に関する事業を対象として、国が創設した補助金制

度となっております。 
 本市においても財源措置を講ずる観点から、令和３年度より同事業による

補助金交付を受けることを検討しているところであり、それに伴い、補助対

象要件として【追加資料】の赤枠内・赤線部に記載のあるように、本協議会

にて委員の皆様のご意見をお伺いしたうえで「空き家対策総合実施計画」を

策定する必要があります。 
 本計画については、【資料４】に概要をまとめております。本市において

は、【資料４】内の「３ 補助対象事業」に挙げているとおり、空き家対策

基本事業（計画内の基幹となる事業）として４事業、空き家対策促進事業（空

き家対策基本事業の効果を高めるために必要な事業）として１事業の計５事

業において、国の補助金を活用する予定です。 
 「本庄市空き家除却補助金」【資料６】は、周辺の生活環境に影響を及ぼ

す可能性のある空き家を除却し、良好な生活環境を得ることを目的として、

平成２５年度より実施しております。令和２年１０月より補助対象基準を改

正したところ、令和２年１２月３１日時点で平成３１年度の約８倍の申請数

である３１件の申請があり、除却の推進や跡地の活用に繋がっております。 
 「本庄市空き家利活用補助金（案）」【資料７】は、令和３年度より事業開

始を予定しており、活用可能な状態の空き家をポジティブな資源に転換して

いく方策として、リフォーム費用などの初期費用の一部を補助する制度とな

ります。所有者や貸借人等が行う地域コミュニティに繋がる取り組みを支援

することで、空き家の解消を図るだけでなく地域資源として活用した魅力あ

る地域づくりの推進を目的としております。 
 「本庄市空家等実態調査」は、市内全域の各空家等の不良度や分布等の経

過状況を確認するために、令和６年度に実施を予定しております。 
 「空家等所有者調査」は、所有者調査の中でも司法書士等の専門家に依頼

を要するような事案が発生した際に、随時、実施を予定しているものとなり

ます。 
 「本庄市空き家対策総合実施計画（案）」【資料５】については、「計画の

実施地区の区域」「基本的方針」「空き家の活用と除却に関する事項」「他の

空き家対策にかかる事業」「その他必要な事項」の５つの事項から構成され

ております。 
 それぞれの項目のうち、同計画にて新たに記載される内容については、

「２．基本的方針」における「（４）空き家対策総合実施計画の目標」とな

ります。この項目では、本計画自体の計画期間や計画内の事業を目標数とし

て記載しており、計画期間は「本庄市空家等対策計画」の見直し時期と併せ

て令和３年度～令和７年度の５年間としております。 
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目標数については、補助対象事業のうち、具体的な戸数の算出が可能であ

る除却補助金、利活用補助金より算出しており、除却補助金に関わる除却数

では、総数として令和３年度の除却補助金の年間目標戸数である２４戸をベ

ースに、５年分の１２０戸としております。但し、除却補助金のうち、国の

補助金対象となるものは、不良度が高く周囲への影響が懸念される「不良住

宅」に該当するものとされているため、「うち、国庫補助対象戸数」として、

これまでの申請状況を踏まえたうえで想定件数を９戸とし、５年分の４５戸

と算出しております。また、利活用補助金に関わる利活用数については、新

たに開始予定の制度であることから、年間目標戸数を２戸とし、５年分の戸

数を１０戸として算出しております。 
 「５．その他必要な事項」については、主に気候条件や立地条件などから、

空家等に関する特殊な背景や施策を要する場合に記載されることがありま

すが、本市においてはそのような条件に合致しないことから「特になし」と

しております。 
 委員の皆様には、それぞれの資料を踏まえたうえで、【資料５】について

ご意見をお伺いいたします。 
－ 意見なし。 

 ３ 報告事項 
（報告事項） 特定空家等に認定すべきものへの対応状況について 

事務局 
（議事説明書） 

本事項については、【資料８】に記載されるとおりとなります。 
 個人情報保護の関係上、数値のみのご報告となります。 

柿沼委員 
（質問） 

除却が進まない１件については予測ができていたのでしょうか。 

事務局 
（質問への回答） 

当該空家等については、第１回協議会での報告時において、戸籍謄本・固

定資産税・住民票等を用いた所有者及び相続人の調査を実施している段階で

した。その後、上記の調査に加えて近隣住民への聞き込みや登記上の住所地

の調査等を実施いたしましたが、所在を確知できない所有者等が明確となっ

たことから、所有者等が主導する除却は困難であると判断いたしました。 
そのため、周囲の生活環境への影響を考慮し、特定空家等への認定業務を

進めるとともに、今後の対応を検討している状況です。 
 ４ 閉会 

－  書面開催のため省略。 

 表決書による審議結果 

－  各審議事項共に１１名中１１名が「賛成」により議決。 


